
 

 

１ 風しん対策抗体検査・予防接種 支払額通知書 

・ 国保連合会から医療機関等への振込金額の通知をします。 

 

  

請求総括書の施設等区分に応じ、 

「１：医療機関」であれば診療報酬口座、 

「２：健診機関」であれば特定健診口座、 

となります。 

「決定」は、返戻分を除いた当月請求分を積

み上げた金額となります。 

「調整」は、前月以前請求分を調整する必要

が生じた場合に使用します。 



 

 

２ 風しん対策抗体検査・予防接種 支払額内訳書 

・ 振込金額の内訳を示します。 

 

  



 

 

３ 風しん対策抗体検査・予防接種 返戻通知書 

・ 当月請求分のうち受診票等を返戻したもの一覧で通知します。 

なお、返戻が無ければ送付いたしません。 

 


